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１．報告書コンテンツ 

•第１章：判例紹介 

       ４件の判例をランダムに選定し、概要を紹介 

•第２章：弁護士費用概算 

       １０件の民事・刑事訴訟における弁護士費用の概算 

•第３章：統計情報 

       過去５年間の民事・刑事訴訟件数推移 

•第４章：期待される救済水準 

                     民事・刑事・行政上の救済の概要とポイント 
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２．救済の種類 

救済の種類 タイ ベトナム 

行政 

○（侵害品押収・破棄、罰金） 
＊税関登録による対応 
＊対象は商標及び著作権 
＊迅速、低コスト 

○（侵害品押収・破棄） 

＊人民委員会、科学技術省検査官、経済
警察、市場管理局、税関による対応 

民事 

○（差止命令、侵害品押収・破棄、損害賠
償） 
＊裁判所への提訴 
＊差止命令の獲得は困難 
＊損害額の法定算定基準はない 

○（侵害行為の停止命令、侵害品押収・破
棄、損害賠償） 

＊原告側請求に見合う損害賠償が認定さ
れるケースは少ない 

刑事 

○（侵害品押収・破棄、罰金・禁固刑） 
＊摘発（ECD, DSI）⇒送検⇒起訴 

＊裁判所による量刑の判断基準は侵害の
規模や危険性等 

○（侵害品押収・破棄、罰金・禁固刑） 
＊特許、実用新案、意匠は対象外 
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３．行政・民事・刑事手続所要費用・期間 

手続の種類 タイ ベトナム 

行政 
費用：ＵＳ＄５００～２，０００ 
期間：約３週間程度 

費用：ＵＳ＄７００～８，０００ 
期間：約３０～４５稼働日程度 

民事 
費用：ＵＳ＄２０，０００～９０，０００ 
期間：約１年６ヶ月～２年程度 

費用：ＵＳ＄３０，０００～５０，０００ 
期間：約１～２年程度 

刑事 
費用：ＵＳ＄６，０００～８，０００ 
期間：約６ヶ月～１年程度 

費用：ＵＳ＄１０，０００～３０，０００ 
期間：約６ヶ月～１年程度 
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＊上記費用は弁護士費用の目安を表す 
＊費用及び期間は事案の内容・複雑性やアプローチ手法の選択等により大きく異なる 



４．統計情報 

タイ 

 

・民事事件の年間件数は約１７０件程度で推移。種別の内訳は特許２０件、商標７５件、著
作権７５件、従って９割方は商標・著作権関連。 
 

・刑事事件の年間件数は約５０００件程度で推移。種別の内訳は特許１０件、商標４０００件、
著作権１０００件と、商標関連が８割を占める。 
 

ベトナム 

 

・侵害対応においては９割方、行政手続が選択される（民事・刑事事件は全体の各５％程
度）。 
 
・行政手続の中では市場管理局による対応が年間１０００件超と、圧倒的に多い。 
 

・民事事件の年間件数は約３０件程度（商標関連が８割以上）で推移しており、刑事事件は
数件に留まる。 
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５．トレンド（タイ） 
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・タイランド４．０（第１１次国家経済社会開発計
画で示された産業の方向性）推進 

・暫定憲法第４４条適用による特許出願滞留案
件一掃（２０１７年４月） 

・特定事案のための控訴裁判所設置法に基づ
き、中央知的財産・国際貿易裁判所の判決を不
服とする場合、従来の最高裁判所に代えて控訴
裁判所への控訴に変更（２０１６年９月） 

・特許意匠審査官数倍増（現在約９０名）による
滞留案件処理（３．６万⇒１万件） 

・特許法改正法案（２０１７年４月：１８ヶ月公開、
審査請求期間短縮） 

・司法省特別捜査局による過去最大規模の模
倣品押収（２０１７年１１月：バンコク、グッチや
シャネル等ブランド品２１万点、１臆４千万円相
当） 

・米通称代表部（ＵＳＴＲ）はタイにおける知的財
産保護及び権利行使環境の改善を認め、同国
をスペシャル３０１条優先監視国より除外（２０１７
年１２月） 


